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Ⅰ 施設の概要と管理運営方針について 

 

第１ 施設の名称及び所在地 

  １ 名 称  宮城県婦人会館 

  ２ 所在地 宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡５番地（旧宮城県公文書館の３階の一部） 

 

第２ 施設の概要 

 １  施設の設置目的 

   女性団体の活性化，一般教養の向上及び男女共同参画社会の実現に寄与することを目

的に宮城県が設置した社会教育施設です。 

 ２ 施設管理運営の基本方針 

      施設の目的に即し，次の事業を適切に行うものです。 

  (1) 一般教養の向上のための研修の実施及び提供に関すること。 

   (2)  女性団体の活動に関する情報の収集及び提供に関すること。 

   (3) 女性団体が主催する事業等に対する指導及び助言に関すること。 

   (4) 婦人会館の施設，設備の提供に関すること。 

   (5) その他会館の設置の目的を達成するために教育委員会が必要と認める業務。 

 ３ 施設の内容（旧公文書館の１階に民間非営利活動プラザ，３階の一部に婦人会館が

入居し，２階と３階の残りの部分が宮城県教育庁文化財課分室となります。） 

   (1) 婦人会館の施設概要（別紙１参照のこと） 

   イ 婦人会館専有部分（旧公文書館３階部分の一部：４７２．５６３㎡） 

      第１研修室      １１１．２１０㎡ 

      第２研修室       ３７．８００㎡ 

      第３研修室       ３７．８００㎡ 

      第４研修室       ３７．８００㎡ 

      第５研修室       ３７．８００㎡ 

      第６研修室       ３７．８００㎡ 

      事務室１        ３３．４４０㎡ 

      事務室２        １８．９００㎡ 

      ※事務室３       １２．３００㎡（１８．９００㎡） 

      オープンスペース    ３１．９５０㎡ 

      倉庫１          ５．４５６㎡ 

      倉庫２         １５．３０７㎡ 

      倉庫３         ２２．０００㎡ 

      通路兼倉庫４      １６．５００㎡ 

      通路兼倉庫５      １６．５００㎡ 
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   ロ 専有面積（上記イ）以外の管理部分（主として婦人会館が使用するところ） 

      ３階エレベータホール，通路，トイレ，流し等 

   ※事務室３（１８．９００㎡）の一部（６．６００㎡）については，県内女性団体

が使用しております。 

   ※参考：施設全体の面積 

        ・敷地面積       ４，９４２．７８㎡ 

        ・建 築 物  本館   ４，０４０．７０㎡（鉄筋コンクリート造 地上３階） 

              書庫   １，１８１．１０㎡（鉄筋コンクリート造 地上３階５層式書庫） 

 

第３ 指定管理者が行う管理の基準 

   指定管理者が行う管理の基準は，次のとおりです。 

 １ 開館日 

   開館日は，次に掲げる休業日を除く日とします。 

  (1) 毎週月曜日 

   (2) 年末・年始（１２月２９日から翌年の１月３日） 

   (3) 宮城県教育委員会が開館を困難と判断した日 

 ２ 開館時間 

      午前９時から午後９時まで 

 ３ サービスの向上等 

     指定管理者は，施設を常に清潔に保つとともに，利用者に対するサービスの向上を

図るものとします。また，利用者の増加策に努め，各種トラブル，苦情等には，迅速

かつ適切に対応するものとします。 

 ４ 法令等の遵守 

     指定管理者は，自治法，労働関係法令，その他の関係法令，手続条例，公の施設の

指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１６年宮城県規則第１０７

号），会館条例，情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号），個人情報保護条

例（平成８年宮城県条例第２７号），婦人会館管理規則（昭和４７年宮城県教育委員

会規則第６号。以下「管理規則」という。），財務規則（昭和３９年宮城県規則第７

号），公有財産規則（昭和３９年宮城県規則第８号）及び協定書等を遵守するものと

します。 

 ５ 環境配慮の推進 

     指定管理者は，施設の管理に当たり，電気等の効率的利用，廃棄物の発生抑制とリ

サイクルの推進，環境負荷の低減に資する物品等の調達（グリーン購入）等の環境配

慮を実施するものとします。 

環境配慮については，別紙２「公の施設の管理運営に関する環境配慮について」を

参照してください。 
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６ 事業計画書 

   指定管理者は，毎年度，事業開始前に事業計画書を提出するものとします。 

 ７ 施設の使用許可 

     指定管理者は，施設の使用許可に当たり，県民の利用に関し公平性を確保するもの

とします。 

   なお，公正の確保と透明性の向上を図るため，別紙３「公の施設の管理における公  

正の確保と透明性の向上について」に掲げている事項を実施し，又は遵守することと

します。 

 ８ 情報の公開 

      指定管理者は，情報公開条例の趣旨に即して，公の施設の管理に係る情報公開に関 

  する規程を定めるほか，情報の公開に関し必要な措置を講ずるものとし，情報の一層 

  の公開に努めることとします。 

   情報の公開に関する規程については，別紙４「指定管理者の保有する情報の公開に 

  関するモデル規程」を参照してください。 

 ９ 個人情報の保護 

      管理運営業務を通じて取得した個人に関する情報の取扱いは，次のとおりとします。 

   (1)  指定管理者は，個人情報保護条例第１５条第１項の規定により，公の施設の管理

運営業務で取り扱う個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならないこ

と。個人情報保護に関する必要な措置については，別紙５「個人情報取扱特記事項」

を参照してください。 

   (2)  手続条例第３条第４号の規定により，個人情報の取扱いを適正に行う体制を整備

すること。 

   (3)  指定管理者及び管理業務に従事している者は，管理運営業務に関して知り得た個

人情報をみだりに他に知らせ，又は不当な目的に使用してはならないこと。また，

指定管理者の指定の期間が満了し，若しくは指定を取り消され，又は従事者がその

職務を退いた後も同様であること。 

(4) 指定管理者は，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号），行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）及び個人情報保護条例その他の関係法令を遵守すること。 

  (5)  前各号に規定する事項のほか，管理業務で取り扱う個人情報の適正な取扱いを確

保するための必要な事項を整備すること。 

 10 利用料金制 

      施設の管理運営に当たっては，自治法第２４４条の２第８項の規定に基づく利用料

金制を採用します。 

利用料金及び県が支払う指定管理料は，指定管理者の収入となり，それが管理費用

となります。また，利用料金は会館条例（平成２６年３月改正）の範囲内で知事の承
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認を経て，指定管理者が設定することになります。 

   なお，利用者の増減等に伴い収支差が生じた場合でも精算は行いません。 

11 経理及び管理口座 

   指定管理者は，施設の管理運営業務に係る経理について，他の業務に係るものと区

分して経理するとともに，専用の口座で管理するものとします。また，複数の公の施

設の管理運営業務を行う場合は，それぞれの施設ごとに区分経理してください。 

   なお，自主事業を実施する場合は，施設の管理運営業務と区分して，別口座により

管理してください。 

 12 帳簿書類等の保存年限 

      指定管理者は，指定管理者として作成した帳簿書類等は，宮城県文書規程（昭和 

４３年宮城県訓令甲第４号）に定める保存年限に準じて別途宮城県教育委員会が指示

する期間，保存するものとします。 

   なお，保存年限が満了した帳簿書類等の取扱いについては，宮城県教育委員会の指

示に従ってください。 

 

第４ 管理運営に要する経費    

     当該公の施設の管理運営収支実績（見込）額は，別紙６「宮城県婦人会館管理運営

実績（見込）額（令和元年度～令和３年度）」のとおりです。これには，消費税相当

額を含みます。 

   これらを参考に，申請の際の事業計画，収支計画を作成していただくとともに，施

設の効用を最大限に発揮しサービスの向上を図りつつ，効率的な運営を行うための経

費節減に向けた取り組みについても積極的に提案してください。 

   なお，管理に要する経費は，申請書に添付した収支計画がそのまま採用されるので

はなく，この収支計画をもとに，宮城県教育委員会と指定管理者が協議を行い決定さ

れます。また，管理に要する経費は，協定で定めますが，天災や事故等により金額を

変更することがあります。 

   支払い方法は，口座振込とし，年間４回に分割とします。 

    

第５ 指定の期間 

    指定の期間は，令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間）です。 

 

第６  指定管理者が行う業務の範囲 

     指定管理者が行う業務の範囲は，次のとおりです。 

 １ 一般教養の向上に関する研修業務 

   (1)  女性教育及び家庭教育に関する研修（別紙７「宮城県婦人会館管理運営業務仕様

書」のとおり） 
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   (2)  男女共同参画に関する研修（別紙７「宮城県婦人会館管理運営業務仕様書」のと

おり） 

   (3) その他一般教養の向上に関する自主的な研修や教室等を行うこと。 

 ２ 女性団体の活動に関する情報の収集及び提供業務 

   全国的・全県的な女性団体の活動及び県内の地域的な女性団体の活動に関する情報

を収集・整理し，共有化するとともに，それらの情報をインターネットや情報誌等に

より提供すること。 

 ３ 女性団体が主催する事業等に対する指導及び助言業務 

      県内の女性団体が主催する事業等に対して，自主性を尊重しつつ指導助言を行うと

ともに，求めに応じて各地域に出向き，活動の活性化を促すために必要な講習（出前

講座等）を年間２０回程度行うこと。 

 ４ 女性団体の指導者養成業務 

      女性教育の推進に係る課題を認識し，その解決に必要な知識や手法など，指導者と

して必要な知識向上を図るための研修等を年間６回程度行うこと。 

 ５ 乗合自動車（大型バス）の管理運行業務 

   乗合自動車については，上記１の(1)の研修業務を実施する場合に使用すること。 

   なお，乗合自動車の使用については，別紙７－２「宮城県婦人会館乗合自動車取扱

要項」によるものとする。 

 ６ 専有部分及びそれ以外の管理部分の管理運営業務 

   (1) 専有部分及びそれ以外の管理部分の経営マネジメント業務 

   (2) 専有部分及びそれ以外の管理部分の総務・経理業務 

   (3) 事業報告書の作成及び提出 

 ７ 施設の利用許可申請の受付及び許可並びに利用料金の徴収・収納業務 

   (1) 施設の利用許可申請の受付，許可，利用許可証の交付業務 

   (2) 利用料金の徴収・返還業務 

   (3) 利用料金の減免申請の受付業務 

 ８ 施設の維持管理業務 

   (1) 施設全体の解錠及び施錠（別紙７「宮城県婦人会館管理運営業務仕様書」のⅢの

３の(2)のトを参照のこと） 

  (2) 専有部分及びそれ以外の管理部分の日常的な整理整頓（別紙７「宮城県婦人会館

管理運営業務仕様書」及び別紙７－３「宮城県婦人会館環境整備基準仕様書」のと

おり） 

   (3) 専有部分及びそれ以外の管理部分の日常的な施設管理，機械管理，施錠等（別紙

７「宮城県婦人会館管理運営業務仕様書」及び別紙７－３「宮城県婦人会館環境整

備基準仕様書」のとおり） 

   (4)  専有部分の防火管理に関する業務 
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    宮城県教育委員会と防火管理者に関する契約を締結のうえ，消防計画の策定，消

化・通報訓練の実施及び消防設備の管理に務める。 

  (5)  光熱水費等の支払い 

９ その他当該施設の設置目的を達成するために宮城県教育委員会が必要と認める業務 

業務の詳細は，別紙７「宮城県婦人会館管理運営業務仕様書」のとおりです。 

   なお，管理運営業務の実施に当たっては，指定管理者が自ら行うことを原則としま

すが，部分的な業務については，宮城県教育委員会の承諾を得て専門の事業者に委託

できるものとします。 

 

第７ 管理業務の範囲外の業務 

      指定管理者は，宮城県婦人会館の設置目的に合致し，かつ管理業務の実施を妨げな

い範囲において，自己の責任と費用により，宮城県教育委員会の承認を得て，自主事

業を実施できるものとします。施設の効用を最大限に発揮させる観点から，創意工夫

をこらして積極的に提案してください。また，指定期間中，新たに自主事業を実施す

る場合にも，あらかじめ宮城県教育委員会の承認が必要となります。 

 

第８ 指定管理者と宮城県教育委員会のリスク分担 

     指定管理者と宮城県教育委員会のリスク分担については，別紙８「リスク分担表」

のとおりです。ただし，リスク分担表に定める事項に疑義が生じた場合又はリスク分

担表に定めのないものについては，指定管理者と宮城県教育委員会が協議して決定す

るものとします。 

   また，指定管理者は，施設利用者の防災，避難等に対する第一責任を有し，施設又

は施設利用者が被災した場合は，迅速かつ適切に対応し，直ちに宮城県教育委員会に

報告することとします。 

 

第９ 指定管理者の指定の取消し等 

  １ 改善勧告等 

    宮城県教育委員会は，指定管理者に対して協定違反が認められる場合など必要に応

じ，改善勧告等の指示を行い，期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることがで

きます。 

２ 業務停止命令 

      １の場合において，指定管理者が当該期間内に改善することができなかった場合，

宮城県教育委員会は，期間を定めて管理運営業務の全部又は一部の停止を命ずること

ができます。 
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 ３ 指定の取消し 

   宮城県教育委員会は，指定管理者が次のいずれかに該当するときは，指定を取り消

すことができます。 

   (1) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号），民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）等の規定に基づく更生又は再生手続を開始したとき。 

   (2) 財務状況が著しく悪化し，管理運営業務の履行が確実でないと認められるとき。 

   (3) 管理運営業務の全部又は一部が停止になり，解除後の管理運営業務が確実でない

と認められるとき。 

   (4) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団の構成員（暴力団の構成

団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過し

ていない者の統制下にあると認められるとき。 

   (5) その他，指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 

 ４ 損害賠償 

   宮城県教育委員会は，上記２，３により，又はその他指定管理者の責めに帰すべき

事由により宮城県教育委員会に損害が発生したときは，指定管理者に損害賠償を請求

するものとします。 

 ５ 指定の取消し等に伴う清算 

   指定管理者は，上記３により，それまでに施設の管理に要した費用が，宮城県教育

委員会から支払を受けた額に満たないときは，宮城県教育委員会に対して残額を返還

するものとします。 

 ６ その他 

   (1) 不可抗力その他指定管理者の責めに帰することができない事由により管理の継続

が困難となった場合には，宮城県教育委員会と指定管理者は指定の取消しについて

協議するものとします。 

   (2)  指定管理者から指定の取消しを求める場合には，取消しを求める日の１年以上前

に申し出をするものとします。 

 

第 10 原状回復及び事務引継 

     指定管理者は，指定期間が満了するとき（継続して指定管理者に指定されたときを

除く。）又は指定が取り消されたときは，次の措置を講じるものとします。 

１ 原状回復 

   指定管理者の負担により，施設，設備等を速やかに原状に回復するものとします。

ただし，宮城県教育委員会の承認を得たときは，この限りではありません。 

２ 事務引継 

   宮城県教育委員会の指示により，宮城県教育委員会又は新たな指定管理者と十分に
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事務引継ぎを行うものとし，当該経費の負担割合は，新旧指定管理者の協議により決

定するものとします。 

 

第 11 事業報告書等 

     指定管理者は，毎年度事業終了後２月以内又は宮城県教育委員会が必要と認めると

きに，事業報告書を提出するものとします。また，協定書の規定に基づき，その他各

種の報告書等を提出するものとします。 

 

第 12 管理運営業務の評価 

 １ 宮城県教育委員会が行う評価 

      宮城県教育委員会は，施設の適正な管理の確保と利用者サービスの向上を図るため，

指定管理者が行う管理運営業務（利用状況，収支状況，計画達成度等）を評価します。 

 ２ 指定管理者が行う自己評価 

   指定管理者は，毎年度事業終了後，管理運営業務の自己評価を行い，宮城県教育委

員会に自己評価書を提出するものとします。 

 ３ 利用者アンケートの実施 

     指定管理者は，施設の利用者の声を把握するため，利用者アンケートを実施するも

のとします。 

 ４ 監査委員等による監査 

   指定管理者の行う管理運営業務について，自治法の規定に基づき，宮城県の監査委

員又は包括外部監査人による監査の実施が決定された場合には，指定管理者は当該監

査に誠実に対応するものとします。 

 

第 13 財産の管理 

 １ 備え付けの物品（別紙９「備え付け物品一覧表」参照のこと。）や宮城県教育委員

会が購入し，又は募集要項や協定書にあらかじめ明示し購入することを委任した物品

の所有権は，宮城県教育委員会に帰属しますが，それ以外に指定管理者が購入した物

品の所有権については，指定管理者に帰属します。 

 ２ 物品の使用及び保管については，善良な管理者の注意義務をもって行うものとしま

す。 

 ３ 指定管理者は，宮城県教育委員会に帰属する物品で，処分等の異動があったときは，

その都度，宮城県教育委員会に報告するものとします。 

   なお，財務規則第１３９条に規定する重要物品の処分については，事前に宮城県教

育委員会の承認を得るものとします。 

 ４ 指定管理者は，宮城県教育委員会から示された備品・重要物品一覧表等により整理

するものとします。 
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 ５ 指定管理者は，宮城県教育委員会に帰属する物品について，毎年３月末の現在高と

照合し，その翌月末までに宮城県教育委員会に報告することとします。 

 ６ 指定管理者は，独自に投じた有益費及び修繕費について，宮城県教育委員会への請

求権を放棄するものとします。 

 

第 14 調査等の実施 

     宮城県教育委員会は，自治法第２４４条の２第１０項の規定により，施設管理の適

正を期するため，指定管理者に対して，管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め，

実地に調査し，又は必要な指示を行います。 

 

第 15 障害者の雇用 

   指定管理者は，障害者の雇用を促進する観点から，その雇用に努めるものとします。 

 

第 16 障害者就労施設等からの物品等の調達 

   指定管理者は，施設の管理に当たり，障害者就労施設等からの物品等の調達に努め

るものとします。詳しくは，別紙１０「公の施設の管理運営における障害者就労施設

等からの物品等の優先調達について」を参照してください。 

 

第 17 その他 

 １ 新たに指定管理者となる団体は，管理運営業務を円滑に行うため，管理の開始前に

おいても，自己の責任と負担で，体制を整えるものとします。 

 ２ 指定管理者は，管理運営業務に係る各種規程，要綱等を作成する場合は，宮城県教

育委員会と事前に協議するものとします。 

 ３ その他，指定管理者として協定締結後，協定に定めのない事項については，宮城県

教育委員会と協議の上，決定するものとします。 
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Ⅱ 申請手続等について 

 

第１ 募集要項の配布 

   募集要項を次のとおり配布します。 

  １ 配布期間 

   令和３年７月１４日（水）から令和３年８月２７日（金）までの間（土曜日，日曜

日及び祝日を除く。） 

 ２ 配布時間 

   午前９時から午後５時まで 

 ３ 配布場所 

   宮城県庁１５階 宮城県教育庁生涯学習課 

   ※宮城県のホームページ「http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syougaku/」からもダウンロ

ードできます。 

 

第２ 申請手続 

  １ 申請書類の提出 

   申請に当たっては，次の書類を提出してください。 

   (1)  指定管理者の指定申請書（様式第１号） 

   (2)  事業計画書(様式第２号）（別紙１２～１５を添付すること） 

   (3)  定款，寄附行為，規約その他団体の目的，組織及び運営の方法を示す書類 

   (4)  法人にあっては，登記事項証明書（申請日前３か月以内に取得したもの） 

   (5)  役員名簿（役員の役職名，氏名（フリガナ），生年月日，性別，住所を記載した

もの） 

   (6)  申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体業務の内

容を示す書類 

   (7)  申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表，損益計算書その他

団体の財務の状況を示す書類 

   (8)  納税証明書 

      イ 宮城県税納税証明書（納税義務がない場合は申立書） 

         (※申請日までに納期限が到来した県税に係る徴収金に，未納がないことの証明） 

      ロ 法人税，消費税及び地方消費税納税証明書（納税義務がない場合は申立書） 

   (9)  許認可証の写し等 

        施設を管理する上で必要となる許認可証（大型自動車免許状等）の写し，スタッ

フの履歴書等 

   (10） 委任状（様式第３号）（特定の者に権限を委任する場合） 

(11)  労働関係法令等遵守状況チェックシート（様式第７号） 
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(12) その他宮城県教育委員会が必要と認める書類 

 ※ 複数の団体が共同事業体（以下「コンソーシアム」という。）を組成して申請する 

場合は，併せて，次の書類を提出してください。 

(13)  コンソーシアム組成に係る協定書又はこれに相当する書類 

(14)  当該コンソーシアムの各構成員の上記(3)から(8)までの書類 

 ２ 申請書類の提出方法 

   (1)  提出場所 

        〒９８０－８４２３ 

仙台市青葉区本町３丁目８番１号 

宮城県庁１５階 宮城県教育庁生涯学習課管理調整班 

電話番号０２２－２１１－３６５１ 

   (2)  提出方法 

        持参又は一般書留，簡易書留若しくは特定記録郵便による郵送で提出してくださ

い。 

(3)  提出期間 

       提出期間は，令和３年７月１４日（水）から令和３年８月２７日（金）までの間 

（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）とし，受付時間は，午前９時から午後５時ま

でとします。 

   (4)  提出部数 

       提出部数は，１１部（正本１部，副本１０部（副は複写可））とします。 

 

第３ 申請資格等 

 １ 申請資格 

   (1)  宮城県内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体であること。 

  (2)  次のいずれかに該当する法人又は団体は，申請者となることはできません。 

   イ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定により一般競争入札への参加が制限さ

れている法人又は団体 

   ロ 会社更生法，民事再生法等の規定に基づき更生又は再生手続を行っている法人 

    ハ 宮城県が行う建設工事等の請負又は物品・役務の購入・提供若しくは製造の請

負の指名停止措置を受けている法人又は団体 

    ニ 法人税，法人県民税，法人事業税，自動車税，消費税，地方消費税等を滞納し

ている法人又は団体 

    ホ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構

成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経

過しない者の統制下にある法人又は団体 
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   ヘ その他，指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 

  (3) コンソーシアムを組成して申請する場合は，次の事項に留意してください。 

   イ 当該コンソーシアムのすべての構成員が，前記(2)のイからホまでの欠格事由の

いずれにも該当しないものであることが必要です。 

   ロ コンソーシアムの適切な名称を設定し，代表となる団体（以下「代表団体」と

いう。）を選定してください。代表団体は，宮城県内に主たる事務所又は事業所 

    を有する法人又は団体で，コンソーシアムにおける責任割合が最大であることが

必要です。 

   ハ 申請書提出後に，代表団体を変更し，又は構成員の全部又は一部を変更するこ

と（特定の構成員を除外し，又は新たな団体を追加する場合を含む。）は認めら

れません。ただし，宮城県教育委員会がやむを得ないと認めた場合に限り，変更

できるものとします。 

   ニ 単独で申請を行った団体が，他の申請者（コンソーシアム）の構成員になるこ

とはできません。 

   ホ 同時に複数のコンソーシアムの構成員となることはできません。 

  ２ 留意事項 

   (1)  申請書類の用紙 

       申請書類の用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４判とします。 

   (2)  費用負担 

        申請に要する費用は，すべて申請者の負担とします。 

   (3)  言語，通貨及び単位 

        申請書に用いる言語は日本語，通貨単位は日本国通貨，単位は，計量法（平成４

年法律第５１号）に定めるもの，時刻は日本標準時とします。 

  (4)  重複申請の禁止 

    応募１団体（１コンソーシアム）につき１申請とし，複数の申請はできません。 

  (5)  申請書類の変更 

    提出された書類の内容を変更することはできません。（軽微なものを除く。）軽

微な変更を行おうとする場合は，「宮城県婦人会館の指定管理者の募集に係る申請

書類記載事項変更協議書（様式第４号）」により協議してください。 

  (6)  申請書類の取扱い 

   イ 指定管理者に指定された団体が提出した申請書類は返却しません。 

      ロ 指定管理者に指定された団体以外の団体が提出した申請書類は返却します。た

だし，申請書類の返却の有無について確認した結果，当該団体が申請書類の権利

を放棄した場合は返却しません。 

   ハ 申請書類は，情報公開の対象文書となるため，情報公開条例の規定に基づき，

開示する場合があります。 
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 (7)  著作権 

      イ 指定管理者の指定までの期間 

          申請書類の著作権は申請者（著作権者）に帰属します。 

      ロ 指定管理者の指定後 

          指定管理者に指定された団体の申請書類及び指定された団体以外の団体が権利

放棄した申請書類の著作権は，県に帰属します。 

  (8)  申請の辞退 

        申請書類を提出後に辞退する場合は，辞退届（様式任意）を提出してください。 

  ３ 失格事項 

      次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は，失格とします。失格となった申請者

には，その理由を付して通知します。 

  (1)  この募集要項に違反又は著しく逸脱した場合 

   (2)  申請書類に虚偽の内容の記載があった場合 

   (3)  申請者，申請者の代理人若しくは申請者の関係者が，指定管理者の選定に関連し，

不当な要求を行った場合又は指定管理者選定委員会の委員に接触した事実が認めら

れた場合 

  (4)  その他，不正行為が認められた場合 

 

第４ 質問及び回答について 

     募集要項に関する質問は，次のとおり受け付けます。また，質問に対する回答は，

事業者の独自のノウハウに係る事項などを除き，原則として公表します。 

 １ 受付期間 

       令和３年７月１４日（水）から令和３年８月１６日（月）までの間（土曜日，日

曜日及び祝日を除く。）とし，受付時間は，午前９時から午後５時までとします。 

  ２ 質問受付方法 

       質問書（様式第５号）を，次の問い合わせ先まで郵送又は電子メールで送付して

ください。 

      （問い合わせ先） 

        〒９８０－８４２３  

    仙台市青葉区本町３丁目８番１号  宮城県庁１５階 

     宮城県教育庁生涯学習課管理調整班    電話番号０２２－２１１－３６５１ 

       電子メール syogakt@pref.miyagi.lg.jp 

 ３ 回答方法 

     質問への回答は，郵送又は電子メールで，質問された方に送付します。 

  また，情報提供の公平性を期すため，宮城県のホームページ（生涯学習課）に順次掲

載するとともに，生涯学習課に回答一覧を備え付けます。 
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第５ 現地説明会 

   現地説明会を次のとおり開催します。申請を予定している団体は可能な限り出席し

てください。説明会への参加を希望される方は，「宮城県婦人会館の指定管理者募集

に係る現地説明会参加申込書（様式第６号）」に必要事項を記入の上，下記提出場所

あてに令和３年７月２１日（水）午後５時までに郵送又はファックス等で申し込んで

ください。 

  １ 開催日時 令和３年７月２９日（木）午後１時３０分から午後３時まで 

 ２ 開催場所 宮城県婦人会館 第５・６研修室 

     （提出場所） 

         〒９８０－８４２３ 

仙台市青葉区本町３丁目８番１号  宮城県庁１５階 

      宮城県教育庁生涯学習課管理調整班  電話番号０２２－２１１－３６５１ 

     ＦＡＸ番号０２２－２１１－３６９７ 電子メール syogakt@pref.miyagi.lg.jp 

 

第６ 提供資料の目的外使用等 

      この募集に関し，宮城県教育委員会が提供する資料は，当該申請に係る検討以外の

目的で使用することを禁じます。 

      また，この検討の目的の範囲内であっても，宮城県教育委員会の承諾を得ることな

く，第三者に対しこれを使用させ，又は内容を提示することを禁じます。 
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Ⅲ 指定管理者の選定について 

 

第１ 選定方法 

   指定管理者の選定に当たっては，外部委員を含む宮城県教育委員会指定管理者選定

委員会において，事業計画，収支計画，申請者の能力等を総合的に評価し，指定管理

者として最も優れた申請者を指定管理者の優先交渉権者として選定します。 

   その後，優先交渉権者と業務内容及び管理費用等の協議を行い，協議が整った段階

で，指定管理者候補者として決定します。 

   なお，優先交渉権者との協議が整わない場合には，優先交渉権者との協議を中止す

ることとし，選定委員会において次点となった者と協議を行うこととします。 

   最終的には，県議会の議決を経て，宮城県が指定管理者を指定します。 

※ 指定管理者の候補者として適当と認められる応募者がいないと宮城県教育委員会

が判断した場合は，今回の応募手続に基づく指定管理者の選定を行わない場合があり

ます。 

 

第２ 審査内容 

 １ 第一次審査（書類審査） 

    書類審査を行い，ヒアリングを求める者を決定します。 

 ２ 第二次審査（ヒアリング） 

     ヒアリングを実施し，事業計画，収支計画等の内容を確認します。 

   (1)  ヒアリングの日程 

      令和３年１０月頃を予定。※日時等の詳細は後日通知します。 

 (2)  ヒアリングの方法 

    イ ヒアリングは，３名以内の出席を求めて実施します。 

     ロ ヒアリングでは，事業計画書，収支計画等の説明を求め，計画内容等の質問を

行います。 

     ハ 説明の時間は，１申請者当たり２０分程度を予定しています。 

 (3)  ヒアリングに要する経費 

      ヒアリングに要する経費は，申請者の負担とします。 

 

第３ 選定基準等 

 １ 選定基準 

   次に掲げる基準によって審査し，当該施設の管理を行わせることが適当と認められ

る団体を選定します。（手続条例第３条関係） 

  (1)  県民の平等な利用が確保されること。 

  (2)  当該施設の効用を最大限に発揮するとともに，効率的な管理ができること。 
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  (3)  事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。 

  (4)  個人情報の取扱いを適正に行う体制が整備されていること。 

  (5)  法令（条例を含む。）の規定を遵守し，適正な管理ができること。 

  (6)  女性の一般教養の向上をめざす社会教育施設として，ふさわしい事業計画である

こと。 

  (7)  当該施設の利活用促進に関する自主事業を企画運営する能力を有していること。 

  (8)  経費の節減に向けた継続的な取組が確保されていること。 

  (9)  利用者の声を把握し，それを反映させる取組が確保されていること。 

  （10） 県内の女性団体と連携を図ることが可能なこと。 

  （11） 県内において女性活動に関する取組実績を有していること。 

 ２ 選定の視点 

   指定管理者の候補は，上記１に定める選定基準を満たす者の中から，次の視点を重

視し，総合的に評価して選定します。 

   (1)  視点１ 施設の目的に沿って，より安定して施設の管理を行うと認められるもの。 

   (2)  視点２ 施設の効用を増し，より住民サービスの向上につながる管理を行うと認

められるもの。 

   (3)  視点３ 施設をより経済的に管理する（管理経費が少ない）と認められるもの。 

 

第４ 審査項目及び配点等 

  審査項目，審査の視点及び配点は次のとおりです。 

審査項目 審 査 の 視 点 配点 

計画の内容 

 及び実現性 

イ 募集要項に示した業務が，計画の中に示されているか。 

ロ 計画内容について，手法等が的確か。 

ハ 計画内容について，具体性があり，実現可能か。 

ニ 計画内容について，独創性があるか。 

４０点 

申請者の能力 

イ 申請者の経歴，業務実績 

ロ 施設を代表することになる予定者の資格，経歴， 

業務実績。 

ハ 上記ロ以外の担当予定者の資格，経歴，業務実績 

二 業務を行うに当たっての担当予定者の人数及び体制 

４０点 

収支計画 

イ 見積もりが適切か。 

ロ 収入の見込みが計画と合致しているか。 

ハ 経費の節減に工夫があるか。 

ニ 経費の節減方法に工夫と実効性があるか。 

２０点 
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第５ 選定結果について 

 １ 選定結果の通知 

   第一次審査結果は９月中旬までにすべての申請者に文書で通知します。 

   選定委員会の審査結果は，優先交渉権者との協議が整った後，１０月下旬までに第

二次審査を行ったすべての申請者に文書で通知します。 

 ２ 選定結果の公表 

     指定管理者候補の選定結果については，申請団体名，申請団体名ごとの採点結果等

も含め宮城県のホームページで公表します。 
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Ⅳ 協定の締結について 

 

第１ 協定の締結 

   指定管理者の指定後，指定期間における基本的事項を定めた「基本協定」を締結す

る予定です。また，年度ごとに「年度協定」の締結を行います。 

 

第２ 協定の内容 

   協定の内容は，次の事項を予定しています。 

   なお，協定締結に際し，必要な事項については，宮城県教育委員会と指定管理者が

協議のうえ，定めるものとします。 

  １ 基本協定 

  (1)  総則 

   (2)  本業務の範囲 

   (3)  本業務の実施 

   (4)  本業務の管理物件 

   (5)  物品の取扱い 

   (6)  本業務実施に係る指定管理者の基本的責務 

   (7)  本業務実施に係るモニタリング 

   (8)  指定の取消し等 

  (9) 指定管理料及び利用料金 

  (10) 緊急時の対応及び損害賠償 

  (11) 本協定終了時の取扱い 

  (12) その他 

  ２ 年度協定 

  (1) 管理に要する費用に関する事項 

  (2) その他 

 

第３ 協定を締結できない場合 

   指定管理者が，協定締結までに次に掲げる事項に該当するときは，その指定を取消

し，協定を締結しないことがあります。 

 １ 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

 ２ 財務状況の悪化等により，管理業務の履行が確実でないと認められるとき。 

 ３ 著しく社会的信用を損なう等により，指定管理者としてふさわしくないと認められ

るとき。 
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Ⅴ 指定管理者募集等のスケジュール 

 

  指定管理者の募集及び選定等のスケジュールは，別紙１１「指定管理者募集等のスケ

ジュール」のとおりです。ただし，スケジュールは状況により前後する場合があります。 

 

 

Ⅵ 参考資料等 

 

【参考資料】 

■ 別紙１「宮城県婦人会館配置図・平面図」 

■ 別紙２「公の施設の管理運営に関する環境配慮について」  

■ 別紙３「公の施設の管理における公正の確保と透明性の向上について」  

■ 別紙４「指定管理者の保有する情報の公開に関するモデル規程」  

■ 別紙５「個人情報取扱特記事項」 

■ 別紙６「宮城県婦人会館管理運営実績（見込）額（令和元年度～令和３年度）」 

■ 別紙７「宮城県婦人会館管理運営業務仕様書」 

■ 別紙７－２「宮城県婦人会館乗合自動車取扱要項」 

■ 別紙７－３「宮城県婦人会館環境整備基準仕様書」 

■ 別紙８「リスク分担表」 

■ 別紙９「備え付け物品一覧表」 

■ 別紙１０「公の施設の管理運営における障害者就労施設等からの物品等の優先調達に

ついて」 

■ 別紙１１「指定管理者募集等のスケジュール」 

 

【各種様式】 

■ 様式第１号「指定管理者の指定申請書」 

■ 様式第２号「事業計画書」（事業計画書記載要領） 

・別紙１２「団体概要」 

・別紙１３「人員配置計画」 

・別紙１４「宮城県婦人会館管理運営収支計画書（総括表）」 

・別紙１５「宮城県婦人会館収支計画明細書（令和○○年度分）」 

■  様式第３号「委任状」 

■ 様式第４号「宮城県婦人会館の指定管理者の募集に係る申請書類記載事項変更協議書」 

■ 様式第５号「質問書」 

■ 様式第６号「宮城県婦人会館の指定管理者募集に係る現地説明会参加申込書」 

■ 様式第７号「労働関係法令等遵守状況チェックシート」 


